
説明資料
（2022事務年度 金融行政方針について）

金融審議会総会
令和４年９月30日

資料５



2022事務年度 金融行政方針 ～直面する課題を克服し、持続的な成長を支える金融システムの構築へ～ 2022年８月公表

Ⅰ. 経済や国民生活の安定を支え､その後の成長へと繋ぐ

新型コロナウイルス感染症にくわえ、ロシアのウクライナ侵略の影響

により先行きが不透明となる中、金融面から経済や国民生活の安定を支

え、その後の成長へと繋げていく。金融機関による事業者支援の取組み

を後押しするとともに、金融機関に対して経営基盤の強化を促していく。

資金繰りや経営改善・事業転換・事業再生等の事業者に寄り添った支援

を、金融機関に対して促す。このため、地域ごとに関係者が課題や対応

策を共有する「事業者支援態勢構築プロジェクト」を発展させるほか、

「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」やREVIC等のファンド

の活用を促す。

事業者支援能力の向上に向け、地域金融機関がノウハウを共有する取組

みの後押しや業種別の着眼点の取りまとめ、経営人材のマッチングの促

進などを行う。

経営者保証に依存しない融資慣行の確立や、事業全体に対する担保権の

早期制度化に取り組む。

金融機関の経営基盤の強化と健全性の確保に向け、ガバナンスの強化や、

与信・有価証券運用・外貨流動性に関するリスク管理態勢の強化を促す。

利用者目線に立った金融サービスの普及に向け、複雑な金融商品の取扱
いを含め、金融商品の組成・販売・管理等に関する態勢整備を促す。

マネロン対策等やサイバーセキュリティ、システムリスク管理態勢
の強化に向け、世界情勢等を踏まえた対応を促す。

Ⅱ. 社会課題解決による新たな成長が国民に還元される金融システムを構築する

気候変動問題への対応、デジタル社会の実現、スタートアップ支援等の社会課題解決

を新たな成長へと繋げるために金融面での環境整備を行うとともに、「貯蓄から投資」

へのシフトを進め、成長の果実が国民に広く還元される好循環を実現する。

国民の安定的な資産形成のため、「資産所得倍増プラン」を策定することも踏まえ、

NISAの抜本的拡充や国民の金融リテラシーの向上に取り組むとともに、金融事業者

による顧客本位の業務運営の確保に向けた取組みを促す。

スタートアップなど成長企業に対する円滑な資金供給を促すため、上場プロセスの

見直し、私設取引システム（PTS）を活用した非上場株式の流通の円滑化、投資信

託への非上場株式の組み入れに関する枠組みの整備等に取り組む。

企業情報の開示について、中長期的な企業価値の向上に向け、人的資本を含む非財

務情報の充実や四半期開示の見直しに取り組む。

サステナブルファイナンスを推進するため、企業と金融機関が対話をするためのガ

イダンスの策定、多様な投資家によるインパクト投資の促進、アセットオーナーに

おける運用上の課題の把握等を行う。特に気候変動については、トランジション

ファイナンス推進のための環境整備を進める。

デジタル社会の実現に向け、Web3.0やメタバース等の発展に向けた動きを金融面

から推進すべく、デジタルマネーや暗号資産等に関する環境整備を進める。

国際金融センターの発展に向け、海外資産運用業者等の参入促進に向けた環境整備

に引き続き取り組むほか、ニーズ・課題を幅広く把握し、きめ細かな情報発信を行

う。

Ⅲ. 金融行政をさらに進化させる

内外の環境が大きく変化する中、職員の能力・資質の向上を図り、データ等に基づく分析力を高めるとともに、国内外に対する政策発信力を強化する。

金融行政の組織力向上のため、職員の専門性の向上を図るとともに、職員の主体性・自主性を重視し、誰もがいきいきと働ける環境を整備するほか、財務局とのさ

らなる連携・協働を推進する。また、データ活用の高度化による多面的な実態把握を推進する。

国内外への政策発信力の強化のため、国際的ネットワークの強化を図るとともに、タイムリーで効果的・効率的な情報発信に戦略的に取り組む。


